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「ぎふ清流ＧＡＰ
ギ ャ ッ プ

農林産物・有機農産物」商談会を 

初開催します 

 

  県では、持続可能な農業の実現に向け、ＧＡＰ及び有機農業を推進しています。 

このたび、ぎふ清流ＧＡＰ※１農林産物及び有機農産物※２等の販路拡大のため、環境に

やさしい農業を実践している生産者とぎふ清流ＧＡＰパートナー※３をはじめとする持続可

能な農業に関心の高い食品流通・販売事業者等との商談会を初開催します。 

 

記 

 

１ 開催日 

令和５年１０月６日（金）１４：００～１７：００ 

 ※14:00～15:00頃の来場をお願いします。 

 

２ 会場 

じゅうろくプラザ５階大会議室（岐阜市橋本町１丁目１０番地１１） 

 

３ 出展する農業者 

・ぎふ清流ＧＡＰ評価生産者 

・有機ＪＡＳ認証を取得している生産者 

・有機農業※４により農産物を生産している生産者 合計１８者（別紙のとおり） 

 

４ 内容 

(１) 商談会 

出展者が個別ブースにおいて、こだわりの農産物等を食品流通・販売事業者等に

直接ＰＲします。 

(２) 試食会（１４：４５～） 

・フランス料理シェフによるＧＡＰ食材等の試食メニューを提供(４品程度)します。 

    

５ その他 

・商談会開催にあたり、自社農産物の魅力を効果的に伝える方法などを学ぶ生産 

者向けの事前研修会を９月１１日（月）に実施しました（参加者１５名）。 

・取材は、14：00～15：00頃までのご来場をお願いします。 
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※１ ぎふ清流ＧＡＰ 

 ＧＡＰとは、Good（良い）Agricultural（農業の）Practice（実施）の略称で、「農業生

産工程管理」と訳される。食品安全、環境保全、労働安全などの観点から農業生産の工程に

潜むリスクを管理して、持続的に農業を行うための取組み。 

 ぎふ清流ＧＡＰ評価制度は、109項目の規準により第三者評

価機関の評価員が農場を評価し、評価点数が一定水準を満た

す農場を認証する県独自の制度（R2.11月制定）。 

 

※２ 有機農産物 

ＪＡＳ法に基づき、「有機ＪＡＳ」に適合した生産が行われていることを第三者機関が検

査し、その結果、認証された事業者のみが有機ＪＡＳマークを貼ることができる。 

 

※３ ぎふ清流ＧＡＰパートナー 

 ぎふ清流ＧＡＰ農産物や有機農産物等を取り扱う意向を有している、県の登録を受けた企

業・団体（製造業、卸売・仲卸・小売・飲食業、サービス業、消費者グループ、その他団体

等のこと。令和 5年 9月末現在で 61団体を登録。） 

 

※４ 有機農業 

 「有機農業の推進に関する法律」において、有機農業とは「化学的に合成された肥料及び

農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に

由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義

されている。 


